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研究成果の概要（和文）：先進各国で公益事業の民営化が進められているが、逆に同時に、

それに対する行政的経済規制は増大している事実がある。そして、その世界各国での行政

的規制方法を分析してみると、規制の公正性の担保と、民営化の進行と意義を維持するた

めに、各国で極めて弾力的な規制手法が採用されていることがわかる。そして、その規制

手法の弾力化が、従来の行政法学における硬直的な規制手法の理解に、大きな変革をせま

っており、さらに、「経済行政法」という新たな学問領域を生み出す原因となっている。

研究成果の概要（英文）：While the public utilities have been being privatized in the
developed countries, we can find a paradoxical fact that regulations have grown
enormously in these countries at the same time. Analyzing the measures of these
regulations in these countries shows that the flexible and diverse measures have been
taken not only to ensure the fairness of regulations but also prevent governments from
obstructing the privatization of public utilities. These flexibility and diversity has
demanded the reform of the stiff thinking of the public regulations in the existing
administrative law approach. Besides it certainly has introduced a new academic
research subject,〝 the economic administrative law".
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革を行政法学に体系に取り込むために＜経
済行政法＞という学問領域を成立させるべ
きとの主張がなされた。しかし、その後、こ
の主張への行政法領域からの反応は、極めて
不明瞭で消極的なものにとどまっている。
また、近時、ドイツやフランスにおいて、

「経済行政法」という学問領域が成立してき
ているが、それに対する日本での学問的評価
がなされていないままであるばかりか、その
学問体系の内容さえ日本では十分に紹介さ
れていない。
このような状況もとでは、＜経済行政法＞

についての、かつての問題意識は風化して消
滅する危険性があり、改めて日本における経
済行政法研究の意義を問い直してみる作業
が必要であると考えた。韓国では、ソウル大
学において経済行政法研究が積極的に展開
されているとの状況もあり、ソウル大学との
研究交流を進めながら、経済行政法とは何で
あり、それは日本にとって必要な研究である
のかを検討してみようとするのが、本研究を
開始する動機であった。なお、本研究を開始
する直前に、首藤・岡田編著『経済行政法の
理論』（2010 年 3 月）を公刊して、本研究の
出発点を確認する作業をおこなった。

２．研究の目的

（１）第一目標：本研究は、国家が市民社会
における経済活動に、いかなる政策のもと、
いかなる法的手法で介入・誘導してきたのか
の中世から現代までの歴史的分析をおこな
う。
（２）第二目標：現在の「規制改革」が進め
られている日本の行政諸領域での規制手法
の変化を析出する。
（３）第三目標：日本での規制改革が現在の
行政法原理の変動や体系の見直しまでをも
導くものであるのかを検討する。
（４）第四目標：経済行政法（学）は、日本
において独立した学問領域を形成できるか
を検討する。

以上の４つの研究目的を、規制改革が強力
に進められたアメリカ、イギリス、ドイツ、
フランス、韓国等での、規制改革が行政法学
体系に与えた影響と比較させながら進めて
いくことで、日本の規制改革の特徴とともに、
各国と異なる日本の行政法学への影響の仕
方を明確に把握しようとするものである。さ
らに、わが国の＜事前規制の緩和と、紛争の
事後的「司法的」統制＞という、これまでの
日本政府が考えてきた基本ラインは誤りで
あり、＜事前規制の緩和と、それに伴い増加
する紛争の事後的な「行政的」監督の強化＞
という設計で、「規制改革」のもとでの規制

システムが設計されるべきことを提案する
ことを目指そうとするものである。

３．研究の方法

（１）上記の「２．研究の目的」で設定した
第一の研究目標たる、経済活動への国家の関
与形態の変化を「国家類型」の形で歴史的に
まとめる作業を試みる点については、とくに
規制緩和学派と呼ばれる研究学派（法律学・
経済学・政治学）の手で整理されたイギリス
の関係著作を導きの糸としながら、研究を進
めることとした。

（２）上記の第二の研究目標たる、経済行政
の個別領域における行政的規制の目的と手
法の行政法的検討作業においては、とくに、
これまで検討の中心とされてきた事前規制
の領域ではなく、事後的な行政的監督手法の
現状と課題（作用法的視点のみならず、組織
法的視点、司法的救済における審査方式の検
討を含む）の分析にも力点を置く。

（３）上記の第三と第四の研究目標について
は、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、
韓国などの動向を踏まえながら、検討を進め
てゆく。

４．研究成果
（１）一般的研究成果

①日本における経済行政法研究の位置づ
け

イ）第一に、ドイツと日本の行政法の理論
体系を見る限り、1980 年代以降、経済行政
法が各論の一部として位置づけられるよう
になってきている。これはおそらく、現代社
会において「法と行政との関係が複雑だとい
うばかりでなく、多様な法相互の関係そのも
のが複雑化した」という事情を反映したもの
であろう。すなわち、経済行政領域と他の行
政領域とが交錯し密接に連動する中で、行政
法理論全体の見通しを回復するために、経済
行政法が行政法総論の重要な参照領域
（Referenzgebiet）になってきたと考えられ
る。

ロ）第二に、経済行政法の理論化は、行政
法学の方法論の変化を促す重要な契機にな
ってきたといえる。経済行政法令中に多数存
在する一般条項の解釈、多極化した法関係の
考慮、複合的に用いられる行政手段の総合的
評価にあたっては、行政過程論ないし行政手
法論の視点が不可欠となっている。とりわけ、
行政計画・行政指導・諸種の契約などが、他
の行政手段との関連性をもちつつどのよう
に法的に機能するのかは、経済行政法の領域
を参照することなしには分析できないと思
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われる。本研究での、研究方法論の決定の際
に主要に依拠した佐藤英善『経済行政法』（１
９９０年）は、こうした課題に対応していく
ための豊富な手がかりを提供するものだと
いえよう。

ハ）第三に、経済行政における規制行政以
外の側面をどのように法的にコントロール
すべきか否かは、今後の重要な課題として残
されている。たとえば、公益事業法制におい
て参入規制は撤廃されたが、営利性とユニバ
ーサル・サービス責任との関係は依然として
残されたままであるし、「公私協働」の下で
の行政責任のあり方も今後の検討課題であ
る。これらの検討に際しては、前述のように、
「社会権」の視点が不可欠であろう。

②比較法研究
イ）韓国との研究交流の状況
２０１２年２月、ソウル市においてソウル

大学法科大学との共同研究会を、「韓国と日
本における経済行政法の研究動向と課題」と
いうテーマのもとで、実施した。この研究会
では、日本と韓国の経済行政法（学）の発展
過程における類似点と相違を確認した上で、
具体的事案における経済規制手法を取り上
げ、経済行政領域における「国家」と「市場」
の関係のあり方に関する議論をおこなった。

２０１２年９月１３日、１４日、早稲田
大学にて、「 韓国における経済行政法の理
論・判例の動向」とのテーマのもと、ソウル
大学との共同研究会が開催され、 韓国にお
ける経済行政法制の発展、さらには同国の経
済規制手法に関係する判例の状況が韓国側
から報告され、それを基礎に経済行政法をめ
ぐる諸問題を比較法的観点から検討した。

ロ）他の比較法研究作業
ⅰ）フランス

本研究における比較法研究としては、フラ
ンスにおける経済行政法研究の動向の検討
に多くの時間を振り向けた。

フランスにおいては、公的部門による市場
の独占に基づく従前の公役務（service public）
体制が、自由主義を背景とした脱規制
（déréglementation）政策の下で、価格統制
や公的独占の廃止により後退を余儀なくさ
れる中（いわゆる公役務の危機）、経済活動
に対する規範的枠付けのための「新たな手法」
が形成されつつある点に注目が寄せられて
いる。

この新たな手法は、レギュラシオン
（régulation）という法概念によって表され
る。これは、目的論的アプローチを基調とし、
経済活動に対する規範的枠付けのための多
様な諸手段の間に本質的な優劣を付けず、達
成すべき法目的に応じて、それらを互換的な

いし複合的に用いる点で、従前の経済規制と
は異なる。レギュラシオンには、日本にいう
独占禁止法のような横断的レギュラシオン
に加えて、鉄道・電気通信・エネルギーなど、
ネットワーク状に組織された事業部門を主
たる対象とした部門別レギュラシオンがあ
る。後者は、公的独占から自由市場への移行
期にあるネットワーク事業において、競争の
実現と市場の外部にある一般利益の追求と
の間の微妙な均衡を図るべく、前者にはない
特別な法的仕組みを発達させてきた。すなわ
ち、インフラとサービスの分離、ネットワー
クへの第三者アクセスの保障、伝統的事業者
と新規参入者との間の非対称的な規制、ユニ
バーサル・サービスの義務づけとその負担に
対する資金援助システムの構築、そしてこれ
らの任務を担当するための独立行政機関の
設立が挙げられる。

ⅱ）ドイツ
経済行政法が各種の資格試験の科目とさ

れているドイツについては、特に、どのよう
な学問体系を有しているのかの分析に力点
を置いた。
ドイツにおいて行政法各論という科目類

型の分類範疇に包括される個別法は、共通化
されており、経済行政法の科目もその中に含
まれている。経済行政法は、大学における法
学学修課程における重点科目となっている。
経済行政法に関する学問研究を行うに当

たって、その中核的な個別法律として、ドイ
ツ国内法としては、営業法がそれであり、ヨ
ーロッパ連合法との関係では、ヨーロッパ連
合支援法規である。
いわゆる行政法総論との関係については、

日本行政法学流にいえば、行政法総論との関
係に関心が向けられており、一般的にいえば、
経済行政法が行政法総論のモーター（動力源）
たる役割を果たしてきた（そして、ヨーロッ
パの伝統では生存配慮は国家独占を通して
提供されてきたものが、たとえば通信等の領
域で顕著なように、その民営化によって生存
配慮のパラダイム転換が発生している）。
すなわち、経済行政法から行政法総論への

影響を、経済行政法における検討の主要課題
である民営化、規制緩和、国家と指摘部門の
新しい協同の形態、市場的手法の導入（行政
法の経済化）が、行政法総論の体系や手法に
新しい血液を供給するものである。そして、
新しい技術による経済活動、たとえばインタ
ーネット・コマース（競売、賭博、薬品販売
など）に対する国家介入の手法等については
従来の行政法ドグマティークでは対応でき
ない部分があり、この点に関する経済行政法
領域で発生する新しい事象と理論は、行政法
に新たな地平を展望させることになる。
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ⅲ）イギリス

イギリスにおける１９８０年代、１９９０
年代は、市場から政府が撤退した時代である
が、この時代に逆に行政規制が拡大したとい
うパラドクスがみられる。そこでは、公益事
業（電気・ガス・通信・水道・鉄道・郵便等）
に対する、政府から一定距離を有する多くの
規制委員会（Oftel＝電気通信事務局、Ofgem
＝ガス・電力市場事務局等）が創設され、従
来とは異なる規制体制ができあがる。これら
の規制団体創設の背景には、民営化の達成に
対する不当な政府の介入への不信が存在し
ていたようである。

しかし、政府（各省大臣）は、公益事業へ
のライセンス付与権限を有しており、大臣は
そのライセンス付与に条件をつけることで、
依然として当該事業のコントロール権能を
有し、独立の規制団体は、その条件の履行を
監督するという機能分担がなされている。し
かし、近時、規制団体が、ライセンスの修正
権能を有し始めており、これが機能分担を曖
昧にする結果を導き、イギリスの規制をめぐ
る現在の最大の問題になっているとする指
摘もある。

政府から距離を置く公益事業の規制団体
について注目すべきは、いまだ規制手続が確
立しているとは言い難いということであり、
アメリカ型の決定作成手続の導入には、規制
者の選択を硬直化させるとして消極的な主
張が、特に政府サイドから出されている。

また規制団体による規制権限の行使に対
して公益事業者が同意しない場合には、２０
０２年の競争法改正で創設された競争控訴
審判所に付託され、審査される手法は注目に
値する。なお、この審判所のみならず、規制
をめぐる紛争が司法審査の場で審査される
ときには、ともにヨーロッパ人権条約による
権利保護がイギリスでの規制紛争の解決手
続に決定的な影響を与えることになってい
る。

（２）個別的研究成果
日本の行政諸領域における規制改革の実

態分析と、その行政法体系への影響は、当初
に予定していた行政領域のすべては分析対
象とすることができなかった。特に、医療行
政と労働行政の重要な二つの行政領域が未
検討となったが、これらは今回の研究成果を
公刊する段階で補充することとしたい。

①日本における経済行政法理論の生成と
展開

本研究の前提作業として、日本における経
済行政法研究の生成と展開を検討する作業
をおこなった。
日本では、明治期以来、急速な近代国家の

形成という要請の下で、経済に対する積極的

な規制・助成政策が展開され、制度化されて
きた。この点は、大正期の産業資本主義の展
開の時期、戦時統制経済の時期、そして第二
次世界大戦後の高度経済成長や規制緩和・規
制改革の時期においても変わらなかった。
また理論面では、以下の点が重要である。
ⅰ）行政法学の形成と発展の経緯からみて
も、経済行政法は行政法総論の重要な参
照領域であること

ⅱ）経済行政法の理論化が行政法学の方法
論の変化を促す重要な契機になってき
たこと

ⅲ）「公私協働」という今日的状況の下で
行政責任のあり方を検討する際には「社
会権」の視点が重要になること

②消費者保護行政領域
平成 24年 8月に消費者安全法が改正され、

この平成 25 年 4 月 1 日から施行された。同
改正においては消費者安全調査委員会の設
置とともに、財産被害に係る「すき間事案」
に対する行政措置が導入された。具体的には、
消費者に重大な財産被害を生じさせる（多数
消費者財産被害実態）業者に対して、内閣総
理大臣が取引中止の勧告を行い、勧告に従わ
ない場合には命令を行う（違反には罰則あり）
措置が規定された。

以上のすき間事案に係る規定に際しては 3
つの問題が指摘できる。
ⅰ）何がすき間事案か
ⅱ）重大事故の解釈
ⅲ）調査の仕組みと体制の問題（すき間事
案に対する対応については、監督官庁が
存在しないため、情報収集が困難）

③電力行政領域
これまでの日本における電力事業規制問

題は、料金の決定手続の公正さやユニバーサ
ル・サービスの確保等が中心的な検討課題で
あり、電力事業の独占体制が確立している日
本では電力供給事業への競争の導入はタブ
ーともいえる検討課題であった。この状況は、
電力事業への競争原理の導入を積極的に進
めているアメリカやヨーロッパの現状とは
対極にあるといえる。
日本の電力独占体制の成立と、そのメリッ

ト・デメリットの検討、さらには福島第一原
発事故後の議論を踏まえれば、日本において
も電力事業への競争原理の導入は不可避で
ある。そして、その競争原理の第一歩として、
発電と送電の分離を実施しなければならな
いとの観点から、ヨーロッパにおける発送電
分離の実態も検討し、この分離政策の実現が
必要であるとの結論に達した。電力事業への
競争の導入とはいっても、時間単位で電力の
売買をおこなう「市場」の創設ついては疑問
がある。
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さらに、電力事業規制という観点から、原
子力発電所にかかる規制体制を検討してみ
れば、原発を私企業が操業することの問題性
が見えてくる。

④農事行政領域
農地法制を回顧すれば、私有財産制の保障

をはじめとして私人の経済活動の自由ない
し市場経済の自由競争を原則とする自由主
義経済の下で、自作農維持ないし保護のため
の権利移動の制限の方法の以外に、規制程度
のより少ない手段（LRA）が存在しなかった
のかという疑問がある。
現在、日本の農村は多かれ少なから少子・

高齢化、過疎化が進んでおり、これらの結果
として衰退化も危惧されている。さらに、食
料自給率の低下による「食料安全保障の危機
到来」も叫ばれている。この社会の変化に対
応するために、農地法、農業経営基盤強化促
進法及び農業振興地域の整備に関する法が
制定改正されてきたのである。これらにより、
農地法の定める権利移動の制限の基本的枠
組みを残しつつ、農地の所有から農地の利用
への基本的スタンスも変わってきた。これは、
日本の農村が直面している少子・高齢化、過
疎化などによるものとして一定の評価が可
能である。しかし、農業経営基盤強化促進法
の仕組みと規制手法などについては問題が
あり、その有効性や適切性の観点から規制緩
和を含め個別的な検討が必要である。

⑤運輸行政領域
比較法（主としてドイツ・フランス）の観

点から日本の運輸事業（道路運送事業，航空
事業，鉄道事業，海上運送）における規制改
革を検討した場合、行政による競争秩序形成
については一定の評価をすることができる
ものの、特に競争秩序の確保について司法が
必ずしも明確なスタンスを示していないこ
とが目につく。運輸行政領域においては、タ
クシー事業規制をめぐる問題を典型として、
そこでの問題が裁判所の判断のもとに置か
れることが他の行政領域よりも多く見られ
るようである。経済規制、もしくは経済行政
法における裁判所の関与の方法と限界につ
き、運輸行政領域では、興味ある視点を析出
することができる。
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